
介護保険サービスを利用するには 
 

要介護１～５、要支援１～２と認定された人は、身体の状態などに応じた適切

な介護保険サービスが利用できるよう介護保険サービスの利用計画の作成（ケ

アプラン作成）が必要です。裏面のケアプラン作成事業所から対象となる事業所

へ直接申し込みをしてください。 

なお、要介護認定は受けたが、介護保険サービスを利用する予定がない場合は、

事業所への申し込みは必要ありません。 

 

重要 

１．要介護認定区分に応じて、裏面の 

居宅介護支援事業所（ケアマネ）等一覧 【ケアプラン作成事業所】 

から対象となる事業所へ直接申込み（相談）をしてください。 

 

２．上記事業所に依頼した場合は、要介護認定区分に応じて、『介護保険居宅サ

ービス計画作成依頼届出書』（要介護１～５）もしくは『介護予防サービス計

画・介護予防ケアマネジメント依頼届出書』（要支援１～２）を市に提出して

ください。 

（届出書の提出方法については、申込みをされた事業所にご相談ください。） 

 

３．特別養護老人ホーム等の施設への入所や小規模多機能型居宅介護サービス

の利用を希望される場合は、施設・事業所に直接ご利用をお申し込みください。 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 
〒669-3602 
丹波市氷上町常楽 211 番地 

 丹波市役所 介護保険課 介護認定係 
  電話 0795-88-5268 




